
静岡県告示第 260 号

水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第４条の規定に基づき、次のとおり水防管理団体を指定する。

令和５年３月 31 日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

指定水防管理団体名 主要河川／海岸名

下田市 稲生沢川、大賀茂川

東伊豆町 白田川、稲取大川

南伊豆町 青野川

河津町 河津川

松崎町 那賀川、岩科川

西伊豆町 仁科川、宇久須川

熱海市 千歳川、熱海和田川

伊東市 伊東大川

沼津市 狩野川、沼川、新中川、戸田大川

三島市 狩野川、大場川、境川

御殿場市 久保川、西川

裾野市 黄瀬川、佐野川

伊豆の国市 狩野川、深沢川、柿沢川、戸沢川、韮山古川

伊豆市 狩野川、古川、修善寺川、船原川、古奈川、大見川、菅引川、地蔵

堂川、冷川、土肥山川

函南町 函南観音川、柿沢川、来光川、大場川

清水町 狩野川、黄瀬川

長泉町 黄瀬川、桃沢川

小山町 鮎沢川、須川、野沢川

富士宮市 富士川、潤井川、芝川

富士市 富士川、潤井川、沼川、小潤井川、田宿川

静岡市 安倍川、藁科川、足久保川、丸子川、巴川、長尾川、静岡海岸、塩

田川、庵原川、興津川、清水海岸、富士川、小池川、由比川、蒲原

海岸

焼津市 大井川、瀬戸川、栃山川、志太田中川、焼津海岸

藤枝市 大井川、瀬戸川、朝比奈川、葉梨川、栃山川、大久保川、岡部川

島田市 大井川、伊久美川、東光寺谷川、大代川、家山川

川根本町 大井川、大間川、寸又川

御前崎市 中西川、新野川、御前崎海岸

牧之原市 勝間田川、坂口谷川、萩間川、榛原海岸、相良海岸



附 則

１ この告示は、令和５年３月31日から施行する。

２ 水防管理団体の指定（平成23年４月１日静岡県告示第340号）は、廃止する。

吉田町 大井川、湯日川、吉田海岸

掛川市 菊川、上小笠川、下小笠川、弁財天川、東大谷川、太田川、原野谷

川、逆川

菊川市 菊川、牛渕川、小笠高橋川

袋井市 弁財天川、前川、太田川、原野谷川、今ノ浦川、逆川、敷地川

磐田市 天竜川、一雲済川、太田川、原野谷川、仿僧川、今ノ浦川、敷地川

森町 太田川、敷地川

浜松市 天竜川、安間川、馬込川、芳川、都田川、新川、堀留川、井伊谷

川、灰ノ木川、神宮寺川、釣橋川、西神田川、日比沢川、二俣川、

阿多古川、気田川、水窪川、翁川、浜松五島海岸、浜松篠原海岸

湖西市 梅田川、境川、笠子川、入出太田川


